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資源エネルギー庁
平成２３年 ３月 ８日

1

新大綱策定会議(第５回)
資 料 第 ３ － ２ 号



2

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（特廃法）の概要について

１．主な経緯

2000年 5月 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（特廃法）が成立

2000年 9月 基本方針及び最終処分計画を閣議決定（2008年3月 基本方針及び最終処分計画改定）

2000年10月 処分実施主体として「原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）」の設立認可

2002年12月 最初の調査段階である文献調査について、ＮＵＭＯは全国の市町村を対象に公募開始

2007年 6月 特廃法が改正され、地層処分相当のＴＲＵ廃棄物等が対象に追加

２．基本的なスキーム

拠出金額の決定 指定・監督実施計画の策定

設立認可・監督

処分実施主体

原子力発電環境整備機構
処分地の選定
最終処分の実施
拠出金の徴収 ほか

発電用原子炉設置者 資金管理主体

(財)原子力環境整備
促進・資金管理センター
資金の管理・運用 ほか

積立金の
外部管理

積立金の取戻し
（経済産業大臣の承認要）

経 済 産 業 大 臣

拠出金の納付

実施計画の承認

不測の事態への対応

解散の歯止め

発電用原子炉設置者等

電気事業者

再処理事業者

ＭＯＸ燃料加工事業者

ほか

資金の流れ



（「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」
（平成１０年５月２９日 原子力委員会 高レベル放射性廃棄物処分懇談会））

実施主体のあり方
実施主体のあり方を考える場合に、処分事業を国の事業と捉えるか民間の事業と捉えるかとい

う問題がある。

廃棄物処分はエネルギー政策に関する国民全体の問題であり、国が直接事業を行うことが適

当であるという考え方がある。国が直接事業を行うことにより信頼性や長期安定性を確保すること
ができ、事業資金の裏付けも確実であり、処分場の立地においても円滑に進めることができるとい
う考え方もある。しかし、この場合発生者負担の原則が不明瞭になり、また国が事業の実施と監督
をともに行うという問題点がある。また、実施主体の技術者集団が公務員として国の中に組み入れ
てしまうと民間との技術交流に支障が出るのではないかとの懸念もある。

一方で、発生者負担の原則から民間の事業として行い、国は事業の監督・援助を行うことが適当

との考え方がある。民間の事業とした場合、国は外部から監督を行うことからその効果は高い。ま
た、経済性・効率性や柔軟性・機動性に優れているという長所があり、処分事業者としての明確な
位置づけや長期安定性については立法措置などにより補うことができる。

処分事業の主体を考えるさいに重視すべきは発生者負担の原則と安全性の確保である。このた

め、上記２つの考え方をあわせて考えると、実施主体のあり方としては国が直接事業を行なうので
はなく、民間を主体とした事業とし、国は廃棄物処分政策を担っているところから、立法措置など制
度の整備を行い、事業に対して法律と行政による監督と安全規制が行われることが適当である。

なお、実施主体のあり方については、国民の方々から、国の事業とする意見や発生者である電

気事業者が事業を行うとする意見など様々な意見が寄せられた。この報告書では、上に述べたよう
に、国が直接事業を行うのではなく民間を主体とした事業とするとの基本的な考え方を示すこととし、
実施主体の具体的な形態については、今後検討されるべきと考える。 3

実施主体の在り方について （参考）
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【特廃法における国の役割】

①基本方針の策定（法第３条）
○処分の基本的方向、国民及び関係住民の理解増進のための施策、処分の実施に関する事項等

②最終処分計画の策定（法第４条）
○処分の実施時期、処分量、施設の規模、概要調査地区等の選定 等

③処分実施主体（法第６９条）及び資金管理主体（法第８２条）の監督
○その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

④資金の確保（拠出金の決定）（法第１１条の第３項及び法第１１条の２第３項）
○単位数量当たりの最終処分業務に必要な費用の総額と総量に基づき、拠出金単価を決定。
（「単価省令」を制定し、拠出金単価を決定。）

⑤解散の歯止め（法第７１条）
○機構の解散については、別に法律で定める。

⑥不測の事態への対応（法第７４条）
○経済事情の著しい変動、天災その他の事由により業務を行うことができなくなった場合には、
必要な措置を別に法律で定める。
○必要な措置がとられるまでの間は国が業務を行う。

特廃法における国の役割について
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地層処分事業を推進するための取組の強化策について

○高知県東洋町を始め、最終処分事業に関心を持つ地域は現れているが、文献調査を開始するまでには至っていない。

○これまで応募が検討された地域での経緯等を顧みると、①事業を自分の問題として捉えるまでの幅広い国民の理解獲得、②正確な情

報提供による、最終処分の安全性、処分地選定手続き等に対する地域住民の理解獲得、③国が前面に立った取組、④事業と地域と

の共生による地域振興の可能性の明確化等が課題。

取組の強化策

４．国、ＮＵＭＯ、電気事業者による体制、機能の強化

２
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携

○国が前面に立った取組

・公募による方法に加え、地域の
意向を尊重した国による文献
調査実施の申入れを追加

○国民全般への広報の拡充

・最終処分事業の必要性等に関
するマスメディア広報、都道府
県単位での説明会、草の根活
動 等

○地域広報の充実

・最終処分の安全性、処分地選
定手続き、地域振興等に関する
一連の理解促進活動

・基礎的な地質情報の提供

最終処分地選定プロセス

公 募
↓

応 募

適さない場合 次
段
階
に
進
ま
な
い

申入れ
↓

受 諾

市町村長、都道府県知事の意見

反対意見の場合

概要調査地区の選定

精密調査地区の選定

最終処分施設建設地の選定

以下、同様の手続き

【文献調査】

【概要調査】

【精密調査】
第
三
段
階

第
二
段
階

第
一
段
階

１．文献調査を進めるための強化アプ
ローチ

受諾しない場合

総合資源エネルギー調査会
原子力部会 放射性廃棄物小委員会
中間とりまとめ 平成１９年１１月１日
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報告書のポイント
○最終処分事業に関心を持つ地域は現れているが、文献調査を開始するまでには至っていない。
○文献調査の実施の申入れ
手続きの透明性、地域の自主性や意向を尊重する観点から、文献調査に関する手続きとしては、現行の公募を基本
とすることが適当と考えられる。その上で、国が前面に立った取組が必要であるとの指摘を踏まえ、文献調査を開始す
るに当たって、ＮＵＭＯの公募による方法に加え、地域の意向を十分に尊重しつつ、場合によっては、市町村に対し、国
が文献調査の実施の申入れを行うことも可能にし、国の最終処分事業に関する説明責任を明確にすべきである。その
場合、市町村長は、国からの申入れに対し、受諾の可否を表明することとなる。

放射性廃棄物小委員会報告書（平成１９年１１月中間とりまとめ）

＜高レベル放射性廃棄物等の処分事業の推進に向けた取組の強化＞
原子力発電の利用を拡大していく上で、放射性廃棄物の処分対策は必須の課題である。
高レベル放射性廃棄物の地層処分事業については、平成２０年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成４０年代後
半を目途に処分の開始という現行スケジュールを踏まえ、国は前面に立って、原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）や事業
者等と一層連携しながら、国民との相互理解を促進する取組を強化し、文献調査について、数カ所以上のできるだけ多く
の箇所において、ＮＵＭＯによる公募に対する応募または国による申入れを実現することにより、早期に着手することが必
要である。
１）国は、ＮＵＭＯや事業者等と連携しながら、全国レベル及び地域レベルの双方で、国民との相互理解を促進する広聴・
広報活動を強化していく。

２）推進派と慎重派とで議論を行い、参加者からの質問を取り入れた双方向のシンポジウムを引き続き開催する。
３）地域の住民や地方自治体が勉強のために専門家等を招聘できる支援制度を創設する。
４）国民と同じ目線に立って市民活動を実施しているＮＰＯ法人等との連携の拡大強化等を図り、より分かりやすい言葉
での説明会を開催する。

等

原子力発電推進行動計画 （平成２２年６月４日 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会）

国による申入れについて
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①気づきの
機会提供

②信頼関係
の構築

無関心層

関心層

理解層

オピニオンリーダー

相互理解促進活動 地層処分の研究開発活動

基礎技術
（国費）

実用技術
(民間資金)

※ （独） 日本原子力研究開発機構

※※ （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター

・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ でのｲﾍﾞﾝﾄ（平成22年）

（6箇所開催 総数 約19,200人参加）

・街頭インタビュー（総数 51,829人）

・全国エネキャラバン（平成19年度～）

47都道府県実施（延べ、8,901名参加）

平成22年度から2巡目

・海外要人招聘ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（平成21年度～）

(平成21年度:ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 289名参加)

(平成22年度:ﾌﾗﾝｽ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 440名参加)

・地層処分模型展示車（平成14年度～）

（129箇所（延べ：30,547名参加））

関
心
層
の
理
解
度
拡
大

関
心
層
へ
の

情
報
提
供

・マスメディア広報

無
関
心

層
の
認
知
度
拡
大

・ワークショップ（平成19年度～）
（44会場、延べ2,395名参加）
ファシリテ-タ-（延べ 306名）。

・座談会等（平成19年度～）
（53会場、延べ 1,313名参加）

・その他各種勉強会の開催等

・科学技術館（東京）、電力館(全国20箇所)

（地層処分コーナーを設置）

地層処分基盤研究開発調整会議の構成メンバー
（平成17年度～）

国
（経済産業省）

原子力機構 原環 ｾﾝﾀｰ

ＮＵＭＯ

オブザーバー

規制機関

電力事業者

調整会議の役割

①研究開発全体計

画の策定

②研究開発の連携

に関する調整

③成果の体系化に

関する調整

計画等の提示

成果提供

（保安院、JNES※ ）

（※:原子力安全基盤機構）

地元新聞との
共催（購読者数
計1,706万部）

原子力に関する特別世論調査
（平成21年11月26日 内閣府）
■高レベル放射性廃棄物の処分地を現世
代が責任を持って速やかに選定すべき
・そう思う （82.2%）
・そう思わない （8.8%）
・わからない （9.0%）

原子力に関する特別世論調査
（平成21年11月26日 内閣府）
■高レベル放射性廃棄物の処分地を現世
代が責任を持って速やかに選定すべき
・そう思う （82.2%）
・そう思わない （8.8%）
・わからない （9.0%）

平成22年度
技術開発費：79億円
技術者（うち博士）：95名（35名）
専門分野：地学、材料、化学、

土木建築他
経験年数：20年（平均）

論文発表数 ：546 件
(海外での引用数 ： 21 件)

原子力機構※

・放射線・地質調査研究
・深地層の科学的研究、
安全評価手法

平成22年度
技術開発費 ：16億円
技術者（うち博士）：30名（10名）
専門分野 ：土木建築、原子力、

化学他
経験年数 ：14年（平均）

論文発表数 ： 48 件
(海外での引用数： 5 件)

原環センター※ ※

・事業化に向けた要素技
術の研究・実証

研究開発調整会議（国主催、年数回程度）

ＮＵＭＯ
・調査技術、土木技術（施工）

平成22年度
技術開発費 ：12億円
技術者（うち博士）：36名（10名）
専門分野 ：土木、地学、原子力他
経験年数 ：22年（平均）

論文発表数 ： 90 件

地層処分の相互理解活動と研究開発活動に係る取組みについて

注）数値は、平成２３年３年６日現在
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 放射性廃棄物の地層処分の安全性や国内外の地層処分の現状等に関する情報を
国民に分かり易く発信し、意見交換することで、国民各層の関心を高めることを目
的として実施。

 開催後は、地方紙等で採録記事として掲載し、幅広い理解を得る。
 全都道府県単位で、開催都道府県の地方紙との共催により実施。

8

○平成１９年度から東京を皮切りに、これまで全国５９ヶ所で開催。
（平成２３年３月８日現在） ※全都道府県で実施

○実施方法

・対象 都道府県の行政関係者、一般住民等 ２００名程度

・説明会実施後は開催都道府県の地方紙において実施内容を
広告として掲載。

【２１年度実績】 全国１２箇所で開催。のべ約１６８０人が参加。

地方紙での記事広告

会場の様子

○平成１９年度から４４回開催。 （平成２３年３月８日現在）
総括全体会議を実施（超深地層研究所の見学を併せて実施）

○実施方法
・対象 当該地域のＮＰＯ、自治体、企業、大学、メディア等 （５０名程度）

【参考：２１年度実績】 全国１０箇所で開催。のべ約５００人が参加。

 放射性廃棄物に関する地域住民との相互理解を深めるため、全国及び地域で活動しているNPO等の団体と連
携して、住民参加型の地域ワークショップを開催。

ワークショップ会場の様子

※平成22年度よりテレビ、ラジ
オでも事後広報を行っている。

放射性廃棄物地層処分に関する説明会
（“全国エネキャラバン 考えよう！ニッポンのエネルギーのこと”）

放射性廃棄物に関するワークショップ （“共に語ろう 電気のごみ”）



より良いコミュニケーションに向けた取組について ①

9

シンポジウム会場の様子

平成２１年度：

福岡県(2/24)、大阪府(3/13)、東京都(3/16)の３会場で開催。

平成２２年度：

岡山県(11/20)、北海道(12/23)、愛知県(1/30)、東京都(2/2７)

の４会場で開催。

原子力発電から発生する高レベル放射性廃棄物の問題について
、異なる意見をもつ専門家などが率直に議論し、その幅広い議論
を共有することを目的として開催。

シンポジウム専用サイト
http://www.dousuru-hlw.jp/

“双方向シンポジウム”の開催
（ 「どうする高レベル放射性廃棄物」 ）



より良いコミュニケーションに向けた取組について ②
“放射性廃棄物の地層処分事業に関する地域の自主的な勉強会支援”

○国も平成２３年度予算で申入れ又は応募を行った自治体、周辺自治体をも対象にした地域の自主的な
勉強会支援制度を創設予定。

地域が自発的にこの問題に取り組めるとともに、自ら選んだ講師を招き勉強する取組を支援す
る制度を創設。

区分 支援金額 支援対象となる活動

市町村 年間600万円まで ①地域における自主的な勉強会、自ら選定した講師による講演会などの実施
②先進地視察、見学会等の実施
③上記の周知を目的としたチラシ・パンフレットの作成
④地層処分事業に関するチラシ・パンフレットの作成
⑤その他、事業目的に合致するもの

地域団体等 年間200万円まで

支援対象 支出時期 支援金額(年額)

NUMO 全国の市町村、地域団体等 応募前でも可能 １市町村 600万円
１団体 200万円

スウェーデン 市町村(一部 環境ＮＰＯ) ﾌｨ‐ｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ調査・ｻｲﾄ調査が進められている自治体に限定 １自治体 500万ｸﾛｰﾈ
（約 6,400万円）

ＮＵＭＯは、平成２２年度から「放射性廃棄物の地層処分事業に関する地域の自主的な勉強会支援」事業を実施してい
る。
○平成２２年度実施内容
【事業の目的】
市町村や地域団体が地域で自主的に行う放射性廃棄物の地層処分に関する理解活動を支援することにより、
放射性廃棄物の地層処分に理解を深めてもらう。

表 ＮＵＭＯが実施する支援対象

・支援の方法
理解活動の自主性･中立性を損なわないためには、第三者を通じた支援とすることが望ましいとして、支援は業
務を委託し実施している。(平成２２年度は日本原子力文化振興財団が受託。)

（参考）スウェーデンの制度との比較
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１．国及びＮＵＭＯは、地層処分に関する国民との相互理解を図るため、
連携して各種広報活動を実施。

２．平成２１年度からは、無関心層にもこの課題を広く認識し理解を
深めて貰うため、１０月を放射性廃棄物の地層処分広報強化月間
として、集中的な広報活動を実施。

３．特に、平成２２年度は、ＮＵＭＯの取組みとして、ショッピングセン
ターでの参加型イベント（参加者： １９,２００人） や街頭インタビュー
（参加者：５１,８２９人）を実施するなど無関心層への広報活動を強化。

海外招聘事業（フランスシンポジウム）
街頭インタビュー

地層処分展示車 ショッピングモールでの参加型イベント
（横浜）

放射性廃棄物の処分問題について国民の認知度を一層高めるため、平成２１年度から
集中的な広報活動を実施。

国民レベルでの認知度向上に向けて



※ 10月26日（原子力の日）
我が国が国際原子力機関(IAEA）憲章に調印した日(昭和31年）と、我が国で初めて原子力発電を行った日(昭和38年）に
ちなみ、 昭和39年に設けられた記念日。毎年この日を中心として、様々な理解促進のための事業（ポスターコンクール等）
を実施。

放射性廃棄物の処分問題について国民の認知度を一層高めるため、平成２
１年度から、１０月※を「放射性廃棄物処分広報強化月間」として、国、関係機関
等が連携し国民全般への集中的な広報活動を実施。

国の取組
①10月１2日に地層処分先進国のフランス、 10月2８日に処分地が決定したスウェーデンの地元要
人等を招聘したシンポジウムの開催。

②10月中にエネキャラバン及びワークショップを３回開催。他に、全国８箇所で地層処分
模擬展示車を展示。

③その他
経済産業省及び各経済産業局において「懸垂幕」や

「電光掲示板」による地層処分の理解を推進するための
標語の掲載

「懸垂幕」
けんすいまく

地層処分模型展示車

けんすいまく

国民レベルでの認知度向上に向けて
国の取組み ～「放射性廃棄物処分広報強化月間」の実施～

12



国民レベルでの認知度向上に向けて
ＮＵＭＯの取組み ～２０１０年度「全国キャンペーン」について～

13

「いま、考えよう！ 放射性廃棄物の地層処分」キャンペーン

 「原子力発電から出た放射性廃棄物をどうするか」という問いかけをメッセージに、新聞広告
やテレビＣＭ、地域住民に直接語りかけるエネルギー・トーク・ライブや参加型イベント、さらには
４７都道府県での街頭インタビューを展開し、より多くの人々に「放射性廃棄物の処分問題」につ
いて『自ら考えてもらう』機会を作っていくもの。
こうした取り組みを通じて寄せられた意見をキャンペーンＷｅｂサイトで閲覧できるようにしてい
る。

 また、キャンペーンの事前・事後に6,000サンプルの定量調査、グループインタビューによる定
性調査を実施し、今後の理解活動につなげている。

［新聞広告］ ［エネルギー・トーク・ライブ／参加型イベント］
6都市で展開（仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡）

［街頭インタビュー」（47都道府県）



１．内閣府が行った世論調査※によれば、「原子力発電に伴い高レベル放射性廃
棄物と呼ばれる廃棄物が発生する」ことについては、５３．７％の人が認知し
ていると答えている。
※ 「原子力に関する特別世論調査（調査期間：平成２１年１０月１５日～１０月２５日、有効回収数：１，８５０人）」

２．また、「高レベル放射性廃棄物の処分地を私たちの世代が責任を持って、速
やかに選定すべきか」という設問に対しては、「そう思う（そう思う、どちらかと
いえばそう思うの合計）」８２．２％、「そう思わない（そう思わない、どちらかと
いえばそう思わないの合計）」８．８％となっている。

３．一方で、世論調査によれば、「自分の居住する市町村等が処分場の計画をし
た場合、どう考えるか」という設問に対しては、「反対である（反対である、どち
らかといえば反対であるの合計）」７９．６％となっている。

４．以上のような状況であることから、国及びＮＵＭＯは、国民全般に対する理解
促進活動の強化が必要と考える。

高レベル放射性廃棄物問題に対する認知度の現状
～「原子力に関する特別世論調査」の概要～
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高レベル放射性廃棄物問題に対する認知度の現状
～「原子力に関する特別世論調査」の概要～

（参考）
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※１とは、名称認知では「知っている」+「なんとなく聞いたことがある」の合計、必要度では「必要だと思う」+「どちらかといえば必要だと思う」の合計
※２とは、名称認知では「知っている」、必要度では「必要だと思う」のスコアを指す。

■質問：あなたは、ＴＶＣＭ・テレビ・番組内情報コーナー・新聞広告・ホームページ等を見たことがありますか。
（ひとつだけ）

「髙レベル放射性廃棄物」や「地層処分」への認知及び「地層処分」の必要性に対する理解は着実に上昇。

２０１０年度キャンペーン期間中に、何らかの情報に触れたと回答した割合は、６割を超えている。

※１

※２

事前 事後事後事前

凡例

2009年度キャンペーン 2010年度キャンペーン

「高レベル放射性廃棄物」名称認知 「地層処分」名称認知 「地層処分」必要度

82.9 87.1 89.6

72.0 73.6
66.4

78.3

55.6 57.8 62.0 66.9

50.0
39.4 43.4 39.1 41.8

33.3
44.3

21.2 22.8 27.8 30.6

80.3

48.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

事後事前

2009年度
キャンペーン

事前 事後

2010年度
キャンペーン

事後事前

2009年度
キャンペーン

事前 事後

2010年度
キャンペーン

事後事前

2009年度
キャンペーン

事前 事後

2010年度
キャンペーン

ポスターをどこで見たか（n=1362) 電力館等のＰＲ館（39.4％）、科学館（20.8％）、児童館（12.6％）

（再放送）

ＴＶＣＭ

日テレ

「最後の

社会科見学」

日テレ

特番内

ｲﾝﾌｫﾏｰｼｬﾙ

BSフジ

「野口健と考える

エネルギーの

未来と地層処分」

新聞広告 ポスター バナー広告
キャンペーン

特設サイト

1つ以上認知

昨年「確かに見た」+

「見たような気がする」 27.2 18.9 3.8 15.3 5.7 50.4

昨年「確かに見た」 8.0 9.9 0.7 2.7 1.2

参
考

16.3

3.7

50.5

13.4 12.0

31.9
22.7

16.9

62.6

25.3

4.6 3.5 5.8 4.0 3.2 1.4
2.9 5.1
1.10%

20%

40%

60%

80%

100% 確かに見たような気がする+

確かに見た

ポスターをどこで見たか（n=1362) 電力館等のＰＲ館（39.4％）、科学館（20.8％）、児童館（12.6％）

（再放送）

ＴＶＣＭ

日テレ

「最後の

社会科見学」

日テレ

特番内

ｲﾝﾌｫﾏｰｼｬﾙ

BSフジ

「野口健と考える

エネルギーの

未来と地層処分」

新聞広告 ポスター バナー広告
キャンペーン

特設サイト

1つ以上認知

昨年「確かに見た」+

「見たような気がする」 27.2 18.9 3.8 15.3 5.7 50.4

昨年「確かに見た」 8.0 9.9 0.7 2.7 1.2

参
考

16.3

3.7

50.5

13.4 12.0

31.9
22.7

16.9

62.6

25.3

4.6 3.5 5.8 4.0 3.2 1.4
2.9 5.1
1.10%

20%

40%

60%

80%

100% 確かに見たような気がする+

確かに見た

全国１５歳～６９歳の男女に対するインターネット調査
アンケート調査対象数：６,０００人
（キャンペーン実施前後それぞれ）

全国１５歳～６９歳の男女に対するインターネット調査
アンケート調査対象数：６,０００人
（キャンペーン実施前後それぞれ）

■質問：「高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物」とい言葉をご存じですか・
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■質問：「高レベル放射性廃棄物」の地層処分を進めることに対してどのようにお考えになりますか？

■質問：「地層処分」の安全性について、どう思いますか？

6.7

6.9

4.4

8.3

25.9

28.4

21.0

32.8

47.9

45.6

53.3

41.0

14.0

12.9

6.0

5.8

7.3

4.9

賛成
どちらかといえば

賛成
どちらとも
いえない

どちらかといえば
反対

13.5

13.3

反対

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０１０年度キャンペーンの施策に少なくとも１つ以上接した人は、そうでない人に比べ「地層処分」の「安全性」に対

する認識や「地層処分」への「理解（賛成度）」が 明らかに高くなっており、広報活動の成果が表れている。

全国１５歳～６９歳の男女に対する
インターネット調査
アンケート調査対象数：６,０００人
（キャンペーン実施前後それぞれ）

全国１５歳～６９歳の男女に対する
インターネット調査
アンケート調査対象数：６,０００人
（キャンペーン実施前後それぞれ）

キャンペーン実施前 (n=6000)

キャンペーンのいずれの施策にも
接触していない人

キャンペーン実施後 (n=6000)

キャンペーンの施策に少なくとも
１つは接触している人

安全だと思う

3.8

3.8

2.3

4.6

どちらかといえば

安全だと思う

30.7

33.1

26.2

37.3

分からない

27.1

24.1

32.1

19.2

どちらかといえば

安全だと思わない

20.7

20.8

19.5

21.6

安全だと思わない

17.7

18.2

19.8

17.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

キャンペーン実施前 (n=6000)

キャンペーンのいずれの施策にも
接触していない人

キャンペーン実施後 (n=6000)

キャンペーンの施策に少なくとも
１つは接触している人

(n=2247)

(n=2247)

(n=2247)

(n=2247)
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興味関心が高まった 日本が今、考えなくてはいけ
ない問題だと思った

自分のこととして、考えなくて
はいけない問題だと思った

全国 (n=6228) 

東京 (n=746) 

福岡 (n=1080) 

名古屋 (n=1251) 

仙台 (n=1080) 

大阪 (n=782) 

広島 (n=1289) 

62.5

69.8

61.8

64.3

64.1

54.9

60.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81.9

85.1

83.8

83.5

83.2

75.8

79.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67.8

71.0

70.5

68.5

69.2

60.6

66.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※ 数字は、上記の質問に対して「そう思う」と回答した割合（「そう思う」「どちらともいえない」「そう思わない」の三択）

■質問：イベントを通して、あなたは「地層処分」に対して、どのように思いましたか。あてはまるものに、○をつけて
お答えください。

ショッピングモールでのイベントに
参加した８,６９３人に対する
アンケート調査

ショッピングモールで行った参加型イベント（東京・福岡・名古屋・仙台・大阪・広島）でのアンケート

においても、地層処分に対する問題意識の高まりが顕著に見られる。

今日はじめて知ったことがたくさんありました。この問題は自分のこととして考えなければいけないと思いました。（広島10代女性）

イベントとして行っていることで気軽に立ち寄れるのでよかった。堅苦しくなくて子供たちも興味を持ってくれた。また説明を受けて
関心を持ったようです。（仙台30代女性）

「原子力」と聞いただけで持たれるイメージを変える必要がある。自分も技術者なので必要であることは理解できる。
（福岡30代男性）

アンケート結果（例）
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目的 ：１９９５年９月１２日付け原子力委員会決定「高レベル放射性廃棄物処分への取り組みについ
て」に基づき、社会的・経済的側面を含め、幅広い調査審議を進めるため、高レベル放射性廃棄
物処分懇談会（座長：近藤次郎（元日本学術会議会長）を含む有識者25名。以下、「懇談会」 ）を
設置。

開催実績 ：報告書とりまとめまでに２年間にわたり１４回開催（１９９６年５月～１９９８年５月）

概 要 ：懇談会は、高レベル放射性廃棄物を処分するための今後の取組みについて基本的考え方を
報告書案としてとりまとめ、
●半年間の意見募集（１９９７年８月～１９９８年１月、意見募集結果：５３５件（３４２名））、
●全国５ヶ所での意見交換会（１９９７年９月～１９９８年１月、場所：大阪市・札幌市・仙台市・
名古屋市・福岡市、意見発表者：計６２名、一般傍聴者：計７４１名）、
●第１２回懇談会(東京)における東京近郊地域の意見発表者との意見交換（１９９８年２月、意
見発表者：８名、一般傍聴者：１６４名）
●特別会合（社会的受容性、サイト選定プロセス・立地地域との共生）を計１８回開催（１９９６
年１２月～１９９８年４月）
等を踏まえ、報告書をとりまとめた。

報告書「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」（１９９８年５月２９日）：法

律の制定を含めて今後、関係機関が進めるべき具体的な方策の策定に向けた基本的考え方や検討

すべき点について提言。

高レベル放射性廃棄物処分懇談会


